
議案第４１号 

 

富田林市教育委員会規則第２号     

 

富田林市立小学校及び中学校等の管理運営に関する規則 

 

富田林市立小学校及び中学校等の管理運営に関する規則（昭和３３年富田林市

教育委員会規則第１２号）の一部を次のように改正する。 

 

第３条の２第３項中「第３７条第１６項」を「第３７条第１７項」に改める。 

 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 



富田林市立小学校及び中学校等の管理運営に関する規則（昭和３３年富田林市教育委員会規則第１２号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（教諭（指導専任）） （教諭（指導専任）） 

第３条の２ （略） 第３条の２ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の講師は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第３７条第

１６項（同法第４９条において準用する場合を含む。）に規定する講師

の職務を行う。 

３ 第１項の講師は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第３７条第

１７項（同法第４９条において準用する場合を含む。）に規定する講師

の職務を行う。 

 


